
権利者 ：小田原箱根伝統寄木協同組合

指定商品：箱根地域に由来する伝統的な寄木細工の技術又は技法により制作され、小田原・
箱根とその周辺で生産された木製のサイドテーブル・木製の手鏡・木製の引出し・木製の文
庫・木製の箱型小物入れ・木製の壁飾り・木製の写真立て など

箱根寄木細工

※商標は登録内容と態様が異なる場合があります。詳しくは、J-PlatPat等から登録内容を確認ください。

登録商標
第7038050号


	スライド 1

